
 
 
 

「ノースヴィレッジ（区画４４・５７）購⼊申込書 
 

次のとおり分譲地購⼊の申込みをします。 

確認事項 
確認後、ﾁｪｯｸ☑を
して下さい。 

□私は、「ノースヴィレッジ」の趣旨に賛同し、建築緑化協定に基づき調和のとれ
た住宅等を建築するとともに、美しい住宅景観の形成に参加致します。 
□地域コミュニティーに積極的に参加し、町内会の約束ごとを遵守します。 
□重要事項の説明等に準じた書⾯、建築緑化協定書を確認し理解しました。 
□契約優先順位の決定後、優先順位１番の⽅から区画を決めていただきます。 
□当選した場合は契約辞退は致しません。

 

１.申込区画番号 44・57 申込⽇ 令和  年  ⽉  ⽇ 

（重要）契約優先順位決定後に、優先順位１番の⽅から区画を選んでいただきますので、
    区画の決定ができるように準備をお願いいたします。 

   ふりがな 

２ ⽒  名 

注︓契約予定者としてください。 

                 印 性別 □男  □⼥ 

３ ⽣年⽉⽇ 昭和・平成    年    ⽉    ⽇ 

４ 住  所 
〒     －    

５ 連 絡 先 
⾃宅 Tel    携帯     

E-mail           ＠ 

６ 家族構成 ⼈（⼤⼈  ⼈、 ⾼校・⼤学等  ⼈、中学⽣ ⼈ ⼩学⽣  ⼈ 
幼児  ⼈）  

７ 職  業 
会社員  ⾃営業  公務員  団体職員  その他（     ） 

勤務先名称 [                     ] 

８ 建築予定年⽉ 令和   年   ⽉ 頃開始予定 

９ アンケート 
※該当するもの レ 

をお願いします。 

ノースヴィレッジを何でお知りになりましたか︖ 
□新聞・雑誌等  □チラシ  □ホームページ  □親戚・友⼈等 
□ハウスメーカー等   □その他（                ）
ノースヴィレッジを申し込まれた理由は︖（３つまで） 
□価格  □景観  □共通のルール（協定）  □地域のコミュニティー 
□⾃然  □⾷   □⼦育て環境  □町の活気  □地下⽔  □雪 
□利便性 □東川⼩学校区域 
□その他（                          ）

10 ⼿ 続 き 

１．契約は区画確定後 30 ⽇以内となります。 
※契約は全額または⼿付⾦(分譲価格の 20％)の⼊⾦確認後に⾏います。 

なお、30 ⽇以内に⽀払いが⾏なわれない場合は予約解除となります。 
２．⼿付⾦で契約をした場合、残⾦は契約⽇から 60 ⽇以内の⽀払いとなります。
※60 ⽇以内に残⾦の⽀払いが⾏なわれない場合、契約解除となり違約⾦（20％）

が発⽣します。
■お問合せ︓東川町⼟地開発公社（東川町税務住⺠課内） 担当︓髙⽊ 
Tel︓0166-82-2111（111） Fax︓0166-82-3644 

令和８年３⽉１７⽇（⽕）〜令和８年３⽉２７⽇（⾦）必着 
申込は直接持参・郵送とします。メールでの受付はしておりません。 


